
 

 報道機関各位  

  平成２９年３月２３日に、都市計画に定める下水道の変更を以下のとおり行いました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 添付資料  有 無 

 

箕輪町決定 

都市計画の種類及び名称 

箕輪都市計画下水道（箕輪町告示第 55 号） 

 

主な変更内容につきましては、排水区域の変更（農集排西部中地区と西部南地区の  

公共下水道への編入）になります。 

なお、この都市計画決定の内容については、箕輪町役場水道課にて縦覧しております。 

 

詳細は水道課までお問い合わせください。 

 

箕輪町役場 水道課 プレスリリース  
平成２９年３月２３日 発信 

水道課 水道工事係 
(課長)清水益夫 (係長)高山秀峯 
電 話：０２６５－７９－３１１１（内線）１８４ 
ＦＡＸ：０２６５－７９－０２３０ 
Ｅ‐mail：suido@town.minowa.nagano.jp 

箕輪都市計画下水道の変更 

箕輪町 


